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で
の
金
額
は
、
当
該
内
悶
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、
益
金
の
額
に
算
入
し
な
い
。

前
‘
一
一
項
に
親
裁
す
る
間
関
接
特
姥
課
税
対
象
金
額
と
は
、
次
に
拙
掲
げ
る
金
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額
を
い
う
。

市
内
閣
法
人
が
外
閣
法
人
か
ら
剰
余
金
の
記
当
等
の
畿
を
受
け
る
誌
を
含
む
潜
絞
山
内
国
法
人
の
事
業
年
産
〈
以
下
こ
の

現
に
お
い
て
円
配
当
事
業
年
度
」
と
い
う
。
〉
開
始
の
日
前
ニ
年
以
内
に
開
始
し
た
各
事
業
年
震
又
は
各
連
結
事
業
年

E

度
(
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
前
一
一
年
以
内
の
各
事
業
年
度
等
」
と
い
う
。
)
の
う
ち
最
も
設
い
事
業
年
震
又
は
連
結

A

事
業
年
震
開
始
の 

か
ら
配
当
事
業
年
度
終

γ
の
日
ま
で
め
期
間
に
お
い
て
、
当
該
外
闘
い
法
人
が
抱
の
外
題
法
人
か
ら

受
け
た
剰
余
金
の
配
器
等
の
額
(
当
該
越
の
外
器
法
人
の
第
六
十
六
条
の
六
第
一
現
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
六
十
八

条
の
九
十
第
一
環
若
し
く
は
鶴
間
関
項
の
規
定
の
適
用
仁
係
る
事
業
年
麗
潤
始
の
日
前
に
受
け
た
剰
余
金
の
監
当
等
の
鱗

と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
〉

の
う
ち
人
当
該
市
内
彊
法
人
の
有
す
る
当
該
外
冨
法
人
の
直
接
保
有
の
株
式
等

の
数
に
対
応
す
る
部
分
の 

蕊
鱗
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
繍
(
前
二
年
以
内
の
各
事
業
年
度
等
に
お
い
て
当
該
外
悶
法

人
か
ら
受
け
た
剰
余
金
の
配
当
等
の
鱗
(
前
一
ニ
柄
引
又
は
第
六
十
八
条
の
九
十
一
一
第
八
嘆
か
ら
第
十
現
ま
で
の
幾
定
の
適

用
品
乞
受
け
た
金
叡
の
う
ち
、
当
該
外
層
法
人
が
当
該
品
加
の
外
国
法
人
か
ら
受
け
た
剰
余
金
の
記
当
等
の
磯
に
対
応
す
る

部
分
の
金
額
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
需
じ
。
)

が
あ
る
場
合
に
は
、
当
級
制
料
余
金
の
臨
当
等
の
額
に
州
知
当
す 

子

可，

記号

〔



C 

る
金
額
を
控
除
し
た
残
額
。
第
十
四
項
に
お
い
て
「
間
接
配
当
等
」
と
い
う
。
)

次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額

前
回
刊
の
他
の
外
盟
諸
人
に
係
る
課
税
対
象
金
額
又
は
部
分
灘
税
対
象
金
額
で
、
配
当
事
業
年
東
ζ
お
い
て
第
六
十

六
条
の
六
第
一
一
境
又
法
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
配
当
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
益
金
の
額
に
算
入
さ
れ
る

も
の
の
う
ち
、
問
号
の

態
法
人
の
有
す
る
議
核
怖
の
外
思
議
人
の
問
機
保
有
の
株
式
等
の
数
(
拘
協
法
人
が
外
岡

法
人
品
化
通
じ
て
間
接
に
脅
す
る
も
の
と
し
て
致
令
で
定
め
る

の
外
聞
法
人
の
株
式
の
数
又
は
出
資
の
余
棋
を
い

う
。
ロ
に
お
い
て
寓
じ
。
)
に
対
応
す
る
蔀
分
の
金
額
と
し
て
致
令
で
定
め
る
金
額

裁
口
可
の
他
の
外
国
法
人
に
係
る
操
税
対
象
金
鍛
又
は
部
分
課
税
対
象
金
額
で
、
約
都
羽
一
事
機
年
度
組
問
捨
の
毘
前
一
一
年

以
山
内
に
隅
開
始
し
た
各
事
業
年
度
〈
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
児
お
い
て
「
前
一
年
以
内
の
各
事
業
年
度
」
と
い
う
。
)

に
お
い
て
第
六
十
六
条
の
六
第
一
項
又
法
第

ロ イ

衰
の
規
定
に
よ

前
二
年
以
内
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計

算
上
議
金
の
額
に
算
入
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
前
号
の
内
密
抹
人
の
有
す
る
当
骸
強
の
外
岡
法
人
の
隣
接
保
有
の
株

A

式
等
の
数
に
対
応
す
る
部
分
の 

淑
額
と
し
て
致
令
で
定
め
る
金
額
公
的
一
生
'
以
内
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
鰐
口
げ
の

外
題
法
人
か
ら
受
け
た
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
(
前
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
金
額
の
う
ち
、
当
該
外
国
法
人

O 


O 


回� 
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ど
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O

が
当
該
他
の
外
国
法
人
か
ら
受
け
た
謝
料
余
金
の
配
当
等
の
額
に
対
応
す
る
部
分
の
金
織
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
碍
じ
。
)
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
競
剰
余
金
の
盟
当
等
の
織
に
相
当
す
る
金
額
を
融
除
し
た
残
額
。
次
現
及
び

第
十
四
項
に
お
い
て
「
間
接
課
税
済
金
額
」
と
い
う
。
〉

内
器
法
人
が
第
八
項
か
ら
第
十
現
ま
で
に
規
定
す
る
外
国
法
人
か
ら
剰
余
金
の
寵
当
等
の
額
を
受
け
る
告
を
含
む
事
業

年
度
開
始
の
日
前
一
一
年
以
内
に
開
始
し
た
連
続
事
幾
年
肢
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
出
刊
一
核
漣
結
卒
業
年
殺
に
係
る
個
別
隣

接
課
税
済
金
額
(
第
六
十
八
条
の
九
十
二
第
十
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
倒
別
損
援
課
税
済
金
額
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
及
び
第
十
四
項
に
お
い
て
碍
じ
。
)
が
あ
る
と
き
は
、
詰
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
彊
民
間
接
課
税
済
金

額
は
、
当
骸
連
絡
事
難
年
裁
の
期
聞
に
対
必
ず
る
前
一
一
年
以
内
の
各
世
卒
業
年
肢
の
間
諜
課
税
掛
金
側
酬
と
み
な
す
。

第
六
項
及
び
第
七
寝
の
競
窓
は
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
及
、
ひ
第
十
一
一
明
〈
蔀
壌
の
規
定
に
よ
り
み
誌
し
で
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。
)

の
議
定
を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
君
す
る
。
こ
の
場
合 
ζ
お
い
て
、
次
の
表
の
上
楠
に
掲
げ
る

規
定
中
鴻
殺
の
中
織
に
揚
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
問
衰
の
下
織
に
掲
げ
る
字
句
に
統
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

護
護
保
有
の
株
式
等
の
数
の

第
十
一
環
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
間
接

保
有
の
株
式
等
の
数
(
以
下
と
の
項
に

(が
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金調機
額十部

年

以内
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各事
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の

課済税
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い 項前 現び及 按いす
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四

じ事号以次披等次二 株、宮ず。業ロ内項配 項年 ゑ式
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次
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第
六
璃
第

号

課

業年

前年
岳、等メ併

十

。e又� 
fiま

{霞 
守、5日

度

、税済

課

税済

金
額

条額議薦
の又 議

年
孫会等 じ。 下以 規定す 諜

〉 こ 説務
九十 は 喜三

員読 のる金
一 理喜額 ι

一 髄別 等当

しく若

第現 当は
等間 業E 空吉 皇書謀 室

一接
号 第課 おを二

いい号に六演税
てうロ

競主主 十 金八 i詩。に

第十 接問配 宋挙…内 及び丸� 2知十山

以内額金

…
ず
る
錨
別
隣
接
舵
当
一
等
を
い
う 
α

以
下
一

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
〉

若
し
く
は
個
別
間
接
課
税
揖
金
額
(
毘

条
第
十
一
一
収
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
橿

…一一ハ〉五
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八
条
の
九
十
二
拙
畑
中
/

第
十
一
一
一
悩
明
記
お
し
て
準
用
す
る
前
項
又

額
又

税済

一…

i現 喜楽

f県葉

の� 
数

十員合

務金

有


3え

の第

前� 
瑠� 

説 年
以は
内

は
第
六
十
八
条
の
九
十
二
第
十
三
項
に

は議
おi
}3IJ 

お
い
て
準
君
す
る
同
条
第
六
項

第
囲
項
の

百果

第
十
一
項
の

金

分
説
等
数
十
年
内
事
幾
年
度
の
課
税
済
一
分
制
約
等
品
約
一
一
年
内
事
業
年
擦
の
鰐
操
舵

額

説分 の� 7:l1J前間撞額又I 7:11 J 撞保有問� 

は記年接間 工及口護、 接課関等鶏

の 課税済金 相別 等当 以内

若間接等株式 に金
お額く配当鱗 し


のは 
 いを
て い数 等若接間

捜� i薄う。
し課 じ

〉。 下以税第詰く
ち炉

し『声鰭 金

。

ノ、



…
撲
の
闘
機
関
税
済
金
額

持
条
第
六
項

持
条
第
十
一
一
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
悶

条
第
六
項

…
前
十
年
以
舟
の
各
避
結
事
業
年
度
〈
関
一
前
一
一
年
以
内
の
各
連
絡
事
業
年
度
等

条
第
四
項
第
一
一
号
に
規
定
す
る
前
十
年
…
〈
同
条
錦
十
一
環
第
一
号
に
規
定
す
る

以

内

の

各

連

結

事

業

年

度

詰

二

年

以

内

の

各

連

結

事

業

年

度

等

金額 金項IJ陸十能
翻

年 の

以内

の

事各

度業年

の
課

•  
n 

. 

T 

税済

ニ各
号瀧
口鮪
に事
規灘

程前
当二

第十

等年
現 又は

又は 以内
おに 接 L問

前 の

三

七

定年
す渡

O 喜業E宅
る〈 課税掛� 

EL
年
内� 

の す

前向 準用
金二条

年第
以十
内ー

護繁
る

専業各ま 等の

の璃
各第

現
年 接間 の
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第
六
十
六
条
の
八
第
五
項
中
「
連
絡
事
後
設
立
〈
以
下
こ
の
項
」

を
「
適
格
道
物
分
配
(
以
下
こ
の
項
」
に
、

「
「
適
格

合
併
等
」
」

を
「
「
適
格
組
織
再
編
成
」
」
に
、

「
事
後
設
立
法
人
か
ら
」

を
「
現
物
分
配
法
人
か
ら
い
に
、

「
・
有
す
る

市
北
外
鶴
子
会
社
等
い
仙
台
「
有
す
る
外
国
法
人
」
に
、

「
適
格
合
併
等
の
門
限
い
そ

吋
適
格
組
織
再
編
成
の
日
〈
当
該
適
格
組
織

一
円
…
編
成
が
桟
余
射
態
の
全
部
の
分
記
で
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
残
余
財
産
の
穣
定
の
日
の
問
点
目
)
」
に
、

「
第
三
項
」
を

「
第
四
瑠
と
に
、

「
掲
げ
る
適
格
合
併
等
」
を

「
掲
げ
る
適
持
組
織
再
編
成
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
適
格
合
併

当

該
適
格
合
併
ん
を

「
適
格
合
幹
又
法
適
格
現
物
分
配
〈
適
格
現
物
分
配
に
あ
っ
て
は
、
残
余
財
躍
の
全
部
の
分
配
に
限
る
。

以
下
こ
の
時
に
お
い
て

「
滴
格
合
静
等
い
と
い
う
。
〉

浅
一
骸
適
格
合
併
鐙 

改
め
、

「
被
合
併
諸
人
」

の
下
に
「
又
は

現
物
分
配
法
人
」
を
加
え
、

「
合
評
議
十
年
内
事
業
年
震
〈
適
格
合
併
の
日
」
を

「
合
併
等
前
十
年
内
事
業
年
度
(
適
格
合

併
等
の
自
(
当
該
適
格
合
併
等
が
残
余
財
産
の
全
部
の
分
霊
で
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
犠
余
財
産
の
確
定
の
丹
の
翌
日
)
い

に
改
め
、
田
内
現
第
二
号
を
削
り
、
部
門
現
第
三
口
可
中
誠
一
格
分
社
製
分
割
、
適
格
韓
物
出
資
又
は
適
絡
事
後
設
立
〈
以
下
こ
の

持
」
仙
台
「
適
格
分
割
、
組
格
現
物
出
資
又
は
瀦
格
現
物
分
寵
〈
連
絡
現
物
分
配
に
あ
っ
て
は
、
残
余
財
産
の
全
部
の
分
配
を

r

M

L
議連
験結
税事
消業
余年
麟農

を

つ

の
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九

総
く
。
以
下
と
の
号
及
び
次
噴
い
に
、

「
議
格
分
社
型
一
分
都
等
い
を
「
適
格
分
制
的
等
い
に
、

「
世
間
秒
後
設
立
法
人
」
を
「
現
物

3 v

分
配
法
人
(
次
補
慌
に
お
い
て
吋
分
離
法
人
等
」
と
い
う
。
〉
」
花
、

「
特
定
外
国
子
会
社
等
」
を
「
外
鵠
抜
人
い
に
改
め
、

関
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
目
中
「
当
該
内
富
法
人
に
係
る
特
定
外
匡
子
会
社
等
」

を
「
第
二
掛
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
外
国
法
人
」
に
、

「
第
六
十
八
条
の
九
十
二
第
一
一
一
項
第
一
…
号
い
を
「
第
六
十
八

条
の
九
十
一
一
第

現
第
一
一
号
」
に
殺
め
、
詞
璃
を
悶
条
第
五
現
と
し
、
問
条
第
一
一
一
務
中
「
前
…
…
協
引
い
を
「
前
一
一
一
明
」
に
改

め
、
同
項
第
一
号
中
「
特
定
外
障
子
会
社
等
」
を

「
外
厘
法
人
」
に
、

「
で
内
器
法
人
」
を
「
又
は
部
分
課
税
対
象
金
額

で
、
内
閣
法
人
」
に
改
め
、

「
第
六
十
六
条
の
六
第
一
項
」

の
下
に
「
又
は
第

項
」
を
加
え
、

「
及
、
び
第
五
項
」
を
つ

第
六
現
及
、
び
第
十
一
磯
い
に
改
め
、
倒
的
現
第
一
一
号
中
「
特
定
外
調
子
会
社
等
」
を
「
外
間
法
人
い
に
、

「
で
内
閣
法
人
」
を

「
又
は
部
分
課
税
対
象
金
額
で
、

間
法
人
い
に
改
め
、

「
第
六
十
六
条
の
六
第
一
一 

の
下
に

「
又
は
第
四
項
」
を
  

え、

「
第
一
項
又
は
前
項
前
設
」

を
「
蔀
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
閉
山
項
と
し
、
同
条
第
二
衰
の
次
に
次
の
一
衰
を


加
え
る
。
内

限
法
人
が
外
国
法
人
か
ら
受
け
る
剰
余
金
の
配
当
等
の
繍
〈
法
人
税
法
第
一
一
十
五
条
の
一
一
第
二
糠
の
規
定
の
適
照
そ

受
け
る
も
の
に
張
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
詞
じ
。
)
が
あ
る
場
合
に
辻
、
当
該
剰
余
金
の
艶
当
等
の
額
の
う
ち
当
該

F

( 

-
r 

し
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外
閣
法
人
に
係
る
特
定
機
税
対
象
金
額
に
議
す
る
ま
で
の
金
額
は
、
当
該
内
臨
法
人
の
名
事
業
年
肢
の
所
得
の
金
額
の
計

L
 算

上
、
益
金
の
額
に
算
入
し
な
い
。

第
六
十
六
条
の
九
の
こ
の
前
の
見
出
し

「
課
税
対
象
金
額
」
を

「
課
税
対
象
金
額
等
」
に
改
め
、
開
問
粂
第
一
明
中
「
及

び
次
補
明
い
そ
っ
次
現
及
び
鱗
開
市
明
い
に
、

「
第
七
項
い
を
「
第
八
噴
い
に
、

「
も
の
〈
以
下
こ
の
紙
」
そ
「
も
の

以
下

こ
の
条
及
び
次
条
」
に
改
め
、

「
分
配
を
い
う
」
及
、
び
「
権
利
利
を
い
う
」

の
下
に
つ
第
四
項
に
お
い
て
畏
じ
」

を
加
え
、

同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
発
行
済
株
式
等
」

の
下
に
「
の
総
数
又
は
一
総
額
」
を
加
え
、
持
条
第
一
一
一
項
そ
部
り
、
同
条
第
四
現

中
「
及
、
び
前
噴
い
を
間
り
、

「
川
川
墳
に
鱗
定
ず
る
特
定
外
悶
法
人
が
い
を
「
特
定
外
際
法
人
〈
特
焼
事
業
〈
第
六
十
六
条
の

。
〆
�
 

、

ム
ハ
第
三
聴
に
鯛
定
す
る
特
定
事
業
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
持
じ
。
)
を
主
た
る
事
業
と
す
る
も
の
を

〆

¥

」

布

川

」

伊
」
、
�
 

「
富
定
施
設
を
有
す
る
」
を
「
そ
の
主
た
る
事
業
を
行
う
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
務
所
、
庖
舗
、

工
場
そ
の
他
の
国

定
路
設
を
有
し
、

か
つ
、

そ
の
事
業
の
管
理
、
支
配
及
、
び
運
営
を
自
ら
行
っ
て
い
る
」
に
絞
め
、
岡
市
明
第
一
…
号
中
「
第
六
十

ム
ハ
条
の
六
第
四
項
第
一
一
号
い
を
「
第
六
十
六
条
の
六
第
一
一
一
環
協
…
戸
主
に
改
め
、
同
措
慌
を
間
的
条
第
一
一
環
ス
と
し
、
問
問
嘆
の
次
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

4
守
一
軒
殊
関
係
株
主
等
で
あ
る
内
向
措
人
に
係
る
特
定
外
悶
法
人
が
、
平
成
二
十
一
一
年
間
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
各
事
業

t

ぐ〉



ψ 

…

年
度
に
お
い
て
詩
衰
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
護
定
を
適
用
し
な
い
適
用
対
象
金
額
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各

事
業
年
度
立
孫
る
次
に
掲
げ
る
金
額
〈
第
一
口
汚
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
外
題
法
人
が

行
う
事
業
〈
特
定
事
業
後
除
く
。
〉

の
性
紫
よ
謙
譲
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
業
務
か
ら
生
じ
た
も
の
そ
除
く
。
以
下
こ

の
現
に
お
い
て
「
特
定
所
得
の
金
額
い
と
い
う
。
〉
を
有
す
る
と
ざ
は
、
当
数
各
事
業
年
肢
の
特
定
所
得
の
金
額
の
合
計

額
(
次
項
に
お
い
て
「
部
分
適
用
対
象
金
額
」
と
い
う
。
〉

の
う
ち
当
該
特
殊
鵠
捺
株
金
等
で
あ
る
内
理
法
人
の
有
す
る

当
該
特
定
外
冨
法
人
の
直
接
及
、
び
間
接
保
有
の
株
式
等
の
数
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
株
式
等
の
請
求
権
の
山
内
容
を

勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
〈
当
該
金
額
が
当
該
毒
事
業
年
度
に
係
る
課
税
対
象
金
額
に
相

当
す
る
金
額
を
鎚
え
る
と
き
は
、
当
該
相
当
す
る
金
額
。
次
条
及
び
第
六
十
六
条
の
九
の
四
に
お
い
て
「
部
分
課
税
対
象

金
額
」
と
い
う
。
〉
に
相
当
す
る
金
額
は
、
当
競
特
殊
関
係
株
、
支
等
で
あ
る
内
箆
法
人
の
収
議
の
額
と
み
な
し
て
当
該
搭

事
業
年
農
務
ア
の
日
の
親
日
か
ら
二
口
付
を
経
過
す
る
日
を
含
む
当
枝
市
内
関
法
人
の
各
事
業
年
肢
の
所
得
の
金
畿
の
計
算

上
、
益
金
の
額
に
算
入
す
る
。

剰
余
金
の
配
当
等
の
額
(
当
該
特
定
外
患
法
人
の
有
す
る
他
の
法
人
の
抹
式
等
の
数
又
は
金
額
の
そ
の
発
宥
葬
株
式

等
の
総
数
又
は
総
額
の
う
ち
に
占
め
る
樹
齢
合
が
西
分
の
十
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
(
第
沼
口
げ
に
お 



い
て

「
特
定
法
人
」
と

ぅ
。
)
か
ら
受
け
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
)

の
合
計
額
か
ら
当
該

剰
余
金
の
配
当
等
の
額
を
得
る
た
め
に
直
接
要
し
た
費
用
の
額
の
合
許
額
又
は
当
該
剰
余
金
の
配
当
等
の
譲
に
係
る
費

用
の
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
控
除
し
た
残
額

一
債
券
の
科
子
の
額
の
合
計
額
か
ら
当
該
利
子
の
額
を
得
る
た
め
に
直
接
要
し
た
費
用
の
額
の
合
計
額
又
抵
当
設
利
子

岡貰

の
額
に
係
る
磯
mm
の
鱗
と
し
て
蹴
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
許
解
し
た
金
毅
そ
開
除
し
た
残
額

僚
券
の
備
溜
余
韻
〈
繋
入
鴇
却
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、

そ
の
蕪
入
金
額
)
が
そ
の
取
得
価
額
を
溜
え
る
場
合
に
お

け
る
そ
の
業
益
の
鎖
の
合
計
額
か
ら
当
誤
差
益
の
額
を
得
る
た
め
に
直
接
要
し
た
費
用
の
額
の
合
計
額
又
は
当
該
差
益

の
額
に
係
る
費
用
の
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
中
叶
引
算
し
た
金
額
を
控
除
し
た
残
額

特
定
法
人
の
株
式
等
の
譲
護
(
第
六
十
六
条
の
六
第
西
寝
第

号
に
窺
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
関

じ
。
)
に
よ
る
対
婚
の
額
の
合
計
額
か
ら
当
該
株
式
等
の
取
得
磯
額
及
、
び
当
議
対
艇
の
献
酬
を
得
る
た
め
に
議
接
要
し
た

費
用
の
額
の
合
計
額
を
鐙
除
し
た
幾
額

債
券
の
織
波
に
よ
る
対
織
仰
の
鱗
の
合
計
額
か
ら
当
核
僚
券
の
取
得
制
額
及
び
当
競
対
価
の
額
を
得
る
た
め
に
護
機
褒

し
た
鞭
舟
の
額
の 
合
計
額
を
控
黙
し
た
残
額

A
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" 

O 


'帆 



( 


， 

>(  

一」

七 /¥ 

特
許
撞
等
〈
第
六
十
六
条
の
六
第 
出
現
第
六
号
に
規
窓
す
る
特
許
権
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
吟
に
お
い
て
同
じ
。
〉

m

の
使
舟
料
(
当
該
特
定
外
国
法
人
が
昌
ら
行
っ
た
研
究
開
発
の
成
果
に
掠
る
特
許
権
等
の
始
以
湾
料
そ
の
他
の
政
令
で
定

め
る
も
の
を
賂
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
罰
じ
。
)

の
合
計
額
か
ら
当
該
使
用
料
を
鐸
る
た
め
に
直
接
要
し
た
費
男

の
額
の
合
計
額
を
賊
敵
し
た
残
額

船
結
又
は
競
空
機
の
貸
付
け
に
よ
る
対
鎮
の
額
の
合
計
額
か
ら
当
該
対
価
の
欄
な
縛
る
た
め
に
陵
織
。
製
し
た
費
用
の

額
の
合
計
額
を
控
体
障
し
た
残
額

第
六
十
六
条
の
九
の
一
一
第
九
項
を
部
門
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
、
第
四
項
及
、
び
第
六
項
」

を
「
及
び
第
七
項
」

に
改
め
、
問
項
を
問
条
第
九
嶋
と
し
、
問
問
条
第
七
寝
中
吋
第
一
壌
の
」

そ
「
第
一
一
明
及
び
第
器
摘
慌
の
」
に
改
め
、
同
情
併
を
間
関

m

条
第
八
項
と
し
、
関
条
第
六
項
中
「
第 
同
情
明
い
を
「
機
五
聴
い
に
股
め
、
問
項
を
問
条
第
七
璃
と
し
、
同
条
第
五
鳴
を
開
条

第
六
項
と
し
、

毘
寝
の
前
に
次
の
一
一
境
を
怒
え
る
。

前
壊
の
鎮
定
は
、
特
殊
関
保
株
主
等
で
あ
る
内
閣
法
人
に
係
る
詩
定
外
国
法
人
に
つ
き
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
亭

実
が
あ
る
機
合
に
は
、
当
該
特
定
外
留
法
人
の
そ
の
該
当
す
る
事
業
年
躍
に
係
る
部
分
適
摺
対
象
金
額
に
つ
い
て
治
、
適

用
し
な
い
。

5 




各
事
業
年
度
に
お
け
る
龍
分
遥
男
対
象
金
額
に
係
る
収
入
金
額
が
千
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

各
事
業
年
度
の
決
算
に
基
づ
く
所
得
の
金
額
に
相
当
す
る
金
額
と
し
て 
政
令
で
定
め
る
金
額
の
う
ち
に
当
該
各
事
業

j

年
患
に
お
け
る
部
分
溜
用
対
象
金
額
の
お
め
る
都
合
が
百
分
の
査
以
下
で
あ
る
こ
と
。

第
六
十
六
条
の
九
の
と
鰯
一
寝
中
「
内
溜
法
人
が
前
条
錦
一
一
塑
を
「
内
調
法
人
が
、
前
条
第
一
一
明
文
は
第
鹿
沼
鳴
い
に
、

「
の
う
ち
山
当
該
」
を
「
の
う
ち
、
当
該
い
立
、

「
金
額
は
」
を
「
金
額
又
は
当
該
特
定
外
酉
法
人
の
部
分
課
税
対
象
金
額
に

対
応
す
る
も
の

計
算
し
た
金
額
は
」
に
、

(
当
該
部
分
課
税
対
象
金
額
に
諮
当
す
る
金
額
を
限
度
と
す
る
。
)
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

「
(
特
定
外
冨
法
人
の
課
税
対
象
金
額
」
を
「
(
特
定
外
語
法
人
の
課
税
対
象
金
額
等
」
に
、

課
貌
対
象
金
額
」
を
「
個
別
競
税
対
象
金
額
等
い
に
改
め
、
同
条
第
必
一
寝
中
「
出
昨
日
開
法
人
が
」
を
「
内
舗
法
人

が
、
」
に
、

「
議
鞍
内
閣
情
人
い
そ
っ
当
該
内
鰭
法
人
い
に
改
め
、

「
場
合
い
の
下
叱
「
又
は
部
核
特
定
外
国
法
人
の

M
L

条
鰐
間
寝 

幾
定
ず
る
個
別
部
分
繰
税
対
象
金
額
民
相
当
す
る
金
額
に
つ
き
向
指
慌
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
い
を
、

「
当
該
鵠
部
課
税
対
象
金
額
」
の
下
に
「
又
は
当
該
語
別
部
分
課
税
対
象
金
鎮
」
を
、

「
の
諜
説
対
象
金
額
」

の
下
に
「
又

は
部
分
課
税
対
象
金
額
」
を
加
え
、
国
内
条
第
三
項
中
「
内
国
法
人
が
」
を
「
内
国
法
人
が
、
」
に
改
め
、

「
場
合
」
の
下
に

「
又
は
同
条
第
四
事
の
規
定
の
適
用
に
係
る
特
定
外
国
法
人
の
部
分
課
税
対
象
金
額
に
和
相
当
す
る
金
額
に
つ
き
田
川
環
の
議
定

回
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に
規
定
す
る
特
殊
祷
部
内
国
法
人

三
一
五

以

の
繍
用
品
砕
い
焚
け
る
場
合
〕
そ
加
え
る 
ο

第
六
十
六
条
の

の
凶
第
一
柄
引
中
「
成
功
骸
内
閣
法
人
に
係
る
特
定
外
部
法
人
い
な
吋
外
悶
法
人
い
に
、
現
ま
で
い

刊第

を
ご
」
の
条
」
に
、

「
当
競
特
定
外
悶
法
人
い
を
「 
均
一
銭
外
留
法
人
」
に
改
め
、
同
条
第
…
一
項
中
刊
当
該
山
内
部
法
人
に 

る

特
定
外
留
法
人
」
を
「
外
国
法
人
」
に
、

「
当
該
特
定
外
協
法
人
」
を
「 
均
一
該
外
国
法
人
」
に
、

「
こ
の
項
及
が
次
噴
い
か
}

「
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
、

「
「
次
項
」

の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、

「
、
当
該
剰
余
金
の
記
当
等
の
額
北
」
を

っ
こ
の
項
前
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
剰
余
金
の
記
当
等
の
額
に
」
に
改
め
、
同
条
第
七
寝
中
「
第
二
項
議
設
の
」
を

「
第
二
項
前
段
又
は
第
八
項
前
段
の
」
に
改
め
、

「
第
六
十
六
条
の
九
の
四
第
二
項
前
段
」

の
下
に
「
又
な
第
八
項
前
設
」

を
類
え
、
問
項
そ
同
条
第
十
四
項
と
し
、
同
条
第
六
寝
中
「
第
一
一
度
」

の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
事
又
法
第
七
項
若
し
く
は


終
九
哨
明
い
そ
加
え
、
問
項
そ
同
条
第
十
一
一
一
壌
と

、
間
内
条
第
五
項
中
「
第
六
十
六
条
の
八
第
五
嘆
か
ら
第
八
理
ま
で
」


W

吋
第
六
十
六
条
の
八
第
六
明
、
第
七
壊
、
第
十
鵠
現
及
び
第
十
班
犠
い
に
改
め
、

「
第
一
ニ
項
ま
で
」

の
下
に
「
及
び
第
四
項

〈
説
明
の
規
症
に
よ
り
み
な
し
て
浦
湖
沼
ず
る
場
合
そ
含
む
。
〉
」
そ
加
え
、
問
墳
の
液
晶
伝
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
十
六
条
の
八
第
六
璃

内
開
法
人
が
連
落
合
併

第
六
十
六
条
の
九
の
二
第
二
現
第
ニ
号

W
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被合

課第 に

済金 項 りよ税 四

額

併みと 法

な 人
す

項る課第人るに適等下項法下

税金ま 課 済 六
で 十
に税済 六

O お金額条
い額(の
てを同九
同い項の

じう第四
二第

)以号四
と 下に項
み第規
な十定
す四す

特よ格 こに人こ
殊り合との規 の
関当併い項定と項
係該
株特
主殊
等関

で係
あ 内
る 圏
被法
合人
併に
法係

うにすいに
。おるうお
)い特。い
でて殊)て

ム

ノ、あ 特 聞 に 殊
る

殊
係係

特

内 株 る
国関主同関
法係等条係
人株(第内
が主以一国
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八
条

下~コ 第第 号 第� 
ム 一」iム、品 /、/¥ 

定す

十 十 十
ム/ふ¥舗 ー/ム¥ー f¥ 

6c河� ζ ノ庁安、条

額
を

の の
八
の

八 八

陪
じ

第 第第
ム ャ/ム¥4ー七 /¥ 

項
項第 項第

ム� 

第 現 第 倒自日民主

現 5}IJ項 /¥ 

又

八
条

回� 1

の
 現 十 課

ム

思
す

項
又

八
条

の� 税l立 /¥ 

第 条 消� 
-'- の/¥ 金� 

用す

ム

/、十 観
第

八
条

の 項
九
十

用す

一
第
/、
ム

{罷爵f題の 終 る 九 て 第 第
一」-'-ふ¥/ω d恥第条関 第 十 準� /¥ 宅震 芸IJ 5}IJ/¥ 

ム

十 ノ、 十 十 ま 課 お 談
ム ムω/ふ、繍/ふ、鳴� で 税� 1m 税十 の /¥ /¥ 

ノ庁徒、間 る 条条 第
金

宅翼
お 済金

罷
済の 第� fllJ の の

ー」お の /¥ 九
て
い

項
観九九 第

の の九 項 の
い 一年 第ゆと

い
四 十� lま 四

第
一

-、-、f-l号つ。ま終 第 お 第 第
十

ム-'-しミ� 第 /¥ /¥四
)

ω/ム¥ て 十 項崎 凄項� 以 規
る の 項 準

下
の

第
お

十 る 九
前

しミの現

ぬじ
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九
十

九
十

第 第
ムー」

/¥ 

十 十
ー」

/
ム

¥/¥ 

条 条

九
十

の の
八 八

第十 第十

ら
第

ら
第

第
八

四五

同U目
条項

第
八

項項

第カユ第カユ第カユ 同

ら
第

らら 第
ー」

ら
条

項第 第項 項 十第
十 四 /¥ 

項
カユ

第
カユカユ

十

ら 項 項項 項
ま第 第ま ま

で でで'ー

ら
第

のの 号項 項項
規 まま規ま

第
八

ら
第

定 で� でF定
を

及

で

び
の

及び 及び

項項 項

第 第 第 お 第を 同 同
ー」 ー」 ー」 ー」

第 しh /¥条 条 号 /¥項 /¥ 項 /¥ 
ー」

第 第 ま 十 ま 十 十 /¥ て 十� 
ー」 ー」 ー」�  

項 準 八/¥ で /¥ で /¥ 
1八み乙℃の 条 条項 項 用

条
のす

カユ の の規
九の るお 定 九

しh の の の 第
ー」

四 四て /¥ 

準 第 第 の 十 の
項ま

四用 八 四
第で す 条 第項 項

ム� 

カユカユる 四 の /¥の
項規 前 項第

定 項

八

第
六
十
六
条
の
九
の
四
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
六
項
を
加
え
る
。 



き 7 
該
繋
余
金
の
配
当
等
の
額
〈
第
一
項
の
規
定
の
遥
患
を
受
け
る
部
分
の
金
額
を
時
く
。
)

の
う
ち
当
該
外
国
法
人
に
係
る

間
間
接
特
定
課
税
対
象
金
額
に
遼
ず
る
ま
で
の
金
額
は
、
当
該
内
閣
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、
益
金

の
額
に
算
入
し
な
い
。

特
殊
関
係
株
主
等
で
あ
る
内
問
法
人
が
外
罷
法
人
か
ら
受
け
る
剰
余
金
の
配
出
等
の
額
〈
法
人
税
法
第
一
一
十
三
条
の
一
…

第
一
環
の
規
定
の
遮

を
受
け
る
も
の
に
眠
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
あ
る
場
舎
に
は
、
当
該
剰
余
金
の

甑
当
等
の
翻
〈
第
一
一
項
の
焼
定
の
遡
用
を
受
け
る
部
分
の
金
額
そ
掠
く
。
)

の
う
ち
当
該
外
関
法
人
に
保
る
間
接
特
定
説

税
対
象
金
額
に
速
す
る
ま
で
の
金
瀬
に
つ
い
て
の
開
条
鱗
一
瑛
の
規
定
の
路
用
に
つ
い
て
は
、

間
環
中
「
以
下
鵠
…
一
一
壊
家

で
に
お
い
て

「
剰
余
金
の
記
当
等
の
額
」
と

ぅ
。
)
が
あ
る
場
合
立
は
、
当
該
剰
余
金
の
記
当
等
の
額
か
ら
当
該
剰
余

金
の
配
当
等
の
額
に
係
る
費
用
の
額
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
控
捺
し

た
金
額
い
と
あ
る
の
は
、

「
次
項
及
び
第
一
…
一
慣
例
記
お
い
て

合
に
お
い
て
、
こ
の
寝
前
段
の
規
定
の
護
用
を
受
け
る
剰
余
金
の
溜
当
等
の
額
に
係
る
問
法
第
一
一
一
十
九
条
の
ニ
に
織
定
す

「
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
」
と
い
う
。
〉
」
と
す
る
。
こ
の
場

特
殊
関
係
株
主
等
で
あ
る
内
悶
法
人
が
外
関
誠
人
(
法
人
税
法
第
一
一
十
一
一
一
条
の
こ
第
一
現
に
規
定
す
る
外
悶
子
会
社
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
興
じ
。

ぐ� 

V

か
ら
受
け
る
剰
余
金
の
配
翁
等
の
擦
が
あ
る
場
合
に
は
、
当

九

L 
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O 

， 

O 

る
外
国
猿
泉
説
等
の
額
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

特
殊
時
間
態
株
主
等
で
あ
る
内
題
法
人
が
外
国
法
人
か
ら
受
け
る
剰
余
金
の
配
当
等
の
議
(
法
人
税
法
第
一
一
十
三
条
の
ニ

第
一
ゐ
市
恨
の
綴
定
の
議
尽
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
以
下
と
の
項
に
お
い
て
陀
じ
。
〉
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
核
剰
余
金
の

割
強
懇
の
鱗
〈
第
一
…
一
現
の
規
窓
の
漉
用
後
受
け
る
部
分
の
金
額
ゃ
い
除
く
。
)
の
う
ち
当
競
外
諜
法
人
に
銘
る
問
機
特
定
蝶

税
対
象
議
穣
に
漉
す
る
ま
で
の
金
額
は
、
指
核
内
閣
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
簿
上
、
議
金
の
額
に
算
入

し
な
い
。

湖
一
一
一
項
に
規
定
す
る
脳
出
接
特
定
課
税
対
象
金
額
と
は
、
次
に
掲
げ
る
余
類
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
金
犠
を
い
う
。

特
掠
繍
孫
株
主
等
で
あ
る
内
閣
法
人
が
外
間
法
人
か
ら
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
を
受
け
る
日
を
含
む
当
該
内
問
法
人

の
事
業
年
麗
〈
以
下
こ
の
嘆
に
お
い
て

「
配
当
事
業
年
度
」
と
い
う
。
)
回
開
始
の
日
前
二
年
以
内
に
開
始
し
た
各
事
業

年
度
又
は
各
連
結
事
業
年
度
(
以
下
と
の
母
に
お
い
て

「
前
二
年
以
内
の
各
事
業
年
度
等
」
と
い
う
。
)

の
う
ち
最
も

古
い
事
業
年
産
文
は
連
結
事
業
年
産
開
始
の
日
か
ら
配
当
事
業
年
度
続
了
の
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
当
該
外
閤
法

人
が
他
の
外
匡
法
人
か
ら
受
け
た
謝
料
余
金
的
記
当
等
の
額
(
当
該
他
の
外
閣
法
人
の
第
六
十
六
条
の
九
の
ニ
第
‘
噴
若

し
く
は
第
四
寝
又
は
第
六
十
八
条
の
九
十
三
の
ニ
第
一
一
明
若
し
く
は
潟
四
項
の
規
定
の
遊
飛
に
係
る
事
業
年
慶
一
糊
般
の 

C 



え

日
誌
に
受
け
た
鰐
余
金
の
配
当
等
の
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
)
の
う
ち
、
当
該
内
国
法
人
の
有
す
る

当
該
外
器
法
人
の
臨
接
保
有
の
株
式
等
の
数
立
対
応
す
る
部
分
の
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額
(
前
二
年
以
内
の

格
事
業
年
度
等
む
お
い
て
当
該
外
部
法
人
か
ら
受
け
た
剰
余
金
の
配 

等
の
機
会
制
一
一
一
環
又
は
第
六
十
八
条
の
九
十
三

w
d

の
回
第
七
瑛
か
ら
第
九
項
ま
で
の
鵡
窓
の
灘
間
加
を
受
け
た
金
額
の
う
ち
、
当
銭
外
盟
諸
人
が
当
該
他
の
外
閣
法
人
か
ら

受
け
た
窮
余
金
の
配
当
等
の
額
に
対
応
す
る
部
分
の
金
額
に
限
る
。
弘
、
下
と
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
あ
る
場
合
に

培
、
当
該
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
に
担
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
残
額
)

イ
次
に
揚
げ
る
金
額
の
合
計
額

諮
問
一
勺
の
般
の
外
国
法
人
に
係
る
掘
削
説
対
象
金
韻
又
は
部
分
課
税
対
象
金
額
で
、
配
当
事
業
年
度
に
お
い
て
第
六
十

ム
ハ
条
の

の
ニ
第
一
一
明
又
は
擦
問
現
の
規
定
に
よ
り
配
当
事
業
年
撲
の
熊
得
の
金
額
の
針
算
上
一
線
金
の
額
に
第
一
人
ざ

れ
る
も
の
の
う
ち
、
間
待
の
内
開
法
人
の
有
す
る
当
該
他
の
外
麗
法
人
の
醐
間
接
線
有
の
株
式
等
の
数
(
第
六
十
六
条

の
八
第
十
一
項
第
二
号
イ
に
諜
定
す
る
鶴
間
接
保
有
の
株
式
等
の
数
を
い
う
。

ロ
に
お
い
て
問
じ
。
〉
に
対
占
め
す
る
部

分
の
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額

鵠
ロ
ヴ
の
他
の
外
国
法
人
に
係
る
課
税
対
象
金
額
又
は
部
分
親
税
対
象
金
額
で
、
配
当
事
業
年
度
期
開
始
の
詰
前
二
年
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修

。


以
内
に
開
始
し
た
各
事
業
年
度
(
以
下
こ
の
号
及
び
次
壊
に
お
い
て

二
郎
ニ
年
以
内
の
各
事
業
年
度
」
と
い
う
。
)

に
お
い
て
第
六
十
六
条
の
九
ぬ
二
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
前
二
年
以
内
の
各
事
業
年
衰
の
所
得
の
金
額

の
計
算
土
益
金
の
額
に
算
入
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
話
号
の

語
法
人
の
有
す
る
当
該
他
の
外
冨
語
人
の
間
接
保
有

の
株
式
等
の
数
に
対
応
す
る
部
分
の
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額
(
前
二
年
以
内
の
各
事
業
年
震
と
お
い
て
山
内

号
の
外
翠
法
人
か
ら
受
け
た
鰐
余
金
の
配
当
等
の
額
〈
前
三
墳
の
桝
指
定
の
適
用
を
受
け
た
金
額
の
う
ち
、
議
叫
例
外
関

法
人
が
議
絞
砲
の
外
態
法
人
か
ら
受
け
た
剰
余
金
の
配
当
等
の
側
慨
に
対
臨
す
る
部
分
の
金
額
に
刊
紙
る
。
以
下
こ
の
け
吋

に
お
い
て
同
じ
。
)
が
あ
る
場
合
に
は
、
討
議
剰
余
金
の
配
当
等
の
欄
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
鶏
額
。
次
項

に
お
い
て

「
部
諸
課
税
済
金
額
」
と
い
う
。
)

特
殊
関
係
株
主
等
で
あ
る
内
冨
迭
人
が
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
と
規
定
す
る
外
国
法
人
か
ら
剰
余
金
の
震
当
等
の
額

を
受
け
る
臼
を
含
む
事
業
年
度
開
始
の
日
前
三
年
以
内
に
開
蛤
し
た
連
結
事
業
年
度
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
連
結

事
業
年
度
に
係
る
制
抑
制
約
関
議
採
税
済
金
額
(
第
六
十
八
条
の
九
十
じ
の
部
議
十
項
第
一
一
号
口
に
槻
躍
す
る
鱒
器
開
接
諜
税

済
金
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
壌
に
お
い
て
同
じ
。
〉
が
あ
る
と
を
培
、
諮
壊
の
嬬
窓
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

そ
の
鑓
則
的
関

機
課
税
済
金
額
は
、
当
競
逮
絡
事
紫
年
度
の
期
聞
に
対
応
す
る

一
一
年
以
内
の
各
事
業
年
肢
の
間
接
説
税
減
金
額
と
み
な 
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項
に
競
窓
す
る
特
殊
関
係
株
主
等

下
こ
の
要
に
お
い
て

「
特
殊
関
係
株
主

等
」
と
い
う
。
)

適
格
丸
山
口
静

一
一一


す。
 

第
六
十
六
条
の
八
第
六
項
、
第
七
妻
、
第
十
四
項
及
び
第
十
五
衰
の
規
定
は
、
第
七
項
円
か
ら
第
九
項
ま
で
及
び
第
十
項

〈
前
一
項
の
蔑
定
に
よ
り
み
な
し
て
議
吊
す
る
場
合
を
合
む
。
)

の
続
定
を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

入
台
北
お

て
、
次
の
殺
の
よ
機
忙
揚
げ
る
現
獄
中
間
表
の
中
機
に
縄
叩
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
制
作
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
学

匂
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
六
条
の
八
第
六
項
内
霊
法
人
が
適
格
合
併

第
六
十
六
条
の
九
の
二
第
二
項
第
二
号

に
規
定
す
る
特
殊
隠
係
内
国
法
人
(
以

下
こ
の
壌
に
お
い
て
「
特
殊
関
捺
内
盟

一
法
人
」

と
い
う
。
〉

に
保
る
開
条
第

以



O 


金
額

ー� . 

事筋�  前 if器t

O 


同
じ
。
)

の
間
接
配
当
等
〈
同
条
第
十

項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
い
う
。
立
一

人

寝耳

'六I業 一、 ニ�  
年 号年|十
肢に以|六
等規内!条
そ安定の|の の
いず各|九
うる事|の

前業;閥
次ニ年;第
寝年波 i 十
に以等;現
お� i勾〈
いの�  i湾

に
よ
り
被
合
併
法
人

誼
擁
保
有
の
株
式
等
の
数
の

第
四
項

前
十
年
以
内
の
各
事
業
年
課
の
譲
税
済

と
い
う
。
)

第
十
一
項
第
二
母
子
に
規
定
す
る
四
回
接

保
有
の
株
式
等
の
数
(
円
以
下
こ
の
項
に

お
い
て

る
特
殊
鵠
係
株
上
京
等
で
あ
る
被
合
併
法

「
間
接
保
有
の
株
式
等
の
数
」

て各議 保



下
第
十
四
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
)

号	 

又
辻
義
二
年
以
内
の
各
事
業
年
捜
(
部
門

条
第
十
項
第
ニ
悶
守
口
に
規
恕
す
る
前

年
以
内
の
各
事
業
年
牒
を
い
う
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
)

の
間
接
課
税
済
金

額
(
百
円
条
第
十
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す

る
問
問
護
課
税
済
金
額
を
い
う
。
以
下
第

十

項
ま
で
に
お
い
て
開
じ
。

第
六
十
六
条
の
八
第
六
明
第
一
合
併
等
勲
十
年
内
事
幾
年
度
ー
一
合
併
等
前
ニ
年
内
事
業
年
度


前

十

年

以

内

…

議

一

一

年

以

内

…


謀
説
誇
金
額
又
は
個
別
課
税
減
金
額
需
接
翠
当
等
若
し
く
は
間
接
課
税
務
金


額
又
は
留
期
間
接
配
当
等
(
第
六
十
八

心
条
の
九
十
一
一
一
の
凹
第
十
項
第
一
号
に
掲

l

i

l

 

)
L

ζ 



